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は 

じ 

め 

に

　
　
（
一
）
問
題
の
所
在

　

前
稿
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
「
憲
法
理
論
」
に
関
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
法
理
学
に
お
け
る
近
年
ま
で
の
議
論
の
経
緯
に
つ

い
て
検
討
し
た
。
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
①
「
憲
法
理
論
」
と
裁
判
所
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
へ
の
洞
察
が
こ
れ
ま
で

不
十
分
で
あ
っ
た
と
い
う
点
、
及
び
②
こ
れ
に
関
連
し
て
、
裁
判
所
に
お
け
る
「
憲
法
理
論
」
を
実
現
す
る
上
で
の
期
待
可
能
性
を
適

切
に
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
背
景
に
は
、
現
実
に
裁
判
官
が
ど
の
程
度
「
中
立
的
に
」
判
断
し
う

る
か
へ
の
解
明
な
く
し
て
は
、
規
範
理
論
を
め
ぐ
る
議
論
自
体
が
不
毛
な
ま
ま
に
終
わ
る
こ
と
へ
の
懸
念
が
存
在
す
る
こ
と
も
指
摘
し

た
。

　

上
記
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
憲
法
理
念
の
実
現
に
と
っ
て
裁
判
所
と
立
法
府
又
は
行
政
府
等
の
政
治
ア
ク
タ
ー
と
の
ど
ち
ら
が
期
待

可
能
性
を
有
す
る
か
を
評
価
す
る
為
に
、
裁
判
所
に
お
け
る
組
織
的
要
因
や
制
約
を
実
証
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
政
治

的
選
好
か
ら
独
立
し
た
憲
法
規
範
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
基
づ
く
司
法
判
断
が
可
能
な
領
域
を
解
明
す
る
必
要
性
が
あ
る
。
本
稿
で

は
、
こ
う
し
た
「
法
」
と
「
政
治
」
の
領
域
区
分
と
相
互
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
司
法
政
治
学
に

お
け
る
実
証
分
析
の
成
果
に
依
拠
し
、
そ
の
全
体
像
を
俯
瞰
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

　
　
（
二
）
ア
メ
リ
カ
の
司
法
政
治
学
に
お
け
る
裁
判
行
動
分
析
の
類
型

　

も
っ
と
も
、
個
別
の
領
域
に
関
わ
る
具
体
的
な
諸
研
究
を
検
討
す
る
前
に
、
そ
う
し
た
裁
判
行
動
分
析
の
類
型
を
こ
こ
で
整
理
し
て

お
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
司
法
政
治
学
で
は
、
連
邦
最
高
裁
に
つ
い
て
も
他
の
政
策
決
定
主
体
と
同
様
に
、
様
々

な
考
慮
事
項
が
そ
の
判
断
決
定
に
際
し
て
の
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
司
法
政
治
学
の
泰
斗
で
あ
る
バ
ウ
ム
は
、
連

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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邦
最
高
裁
の
判
断
に
関
し
て
、
①
各
判
事
が
有
す
る
政
治
的
選
好
、
②
判
事
間
相
互
の
影
響
、
③
連
邦
最
高
裁
を
と
り
ま
く
政
治
的
及

び
社
会
的
環
境
、
④
判
事
の
憲
法
規
範
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
四
点
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
相
当
程
度
の
示
唆
を
得
ら
れ
る
と
指
摘

し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
各
判
事
の
有
す
る
政
治
的
選
好
は
、
大
統
領
の
指
名
、
圧
力
団
体
の
影
響
、
上
院
に
よ
る
承
認
の
為
の
審
査
と
い
っ
た
一
連

の
選
考
過
程
に
お
い
て
常
に
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
項
目
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
司
法
政
治
学
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
、
各
判
事
の
判
断

に
お
け
る
主
要
な
影
響
要
因
と
み
な
し
う
る
要
素
で
あ
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
連
邦
最
高
裁
判
事
は
、
個
人
的
選
好
以
外
に
も
合
理
的
選
択
に
基
づ
く
戦
略
的
行
動
を
取
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
裁
判
所
内

部
に
お
け
る
判
事
間
の
相
互
影
響
に
焦
点
を
当
て
る
立
場
か
ら
は
、
裁
判
官
は
、
①
裁
量
的
上
訴
受
理
、
②
合
議
に
お
け
る
戦
略
的
評

決
、
③
多
数
派
形
成
等
に
お
い
て
自
ら
が
理
想
と
す
る
見
解
を
修
正
し
、
自
ら
が
望
む
政
策
に
可
能
な
限
り
近
し
い
結
論
を
志
向
す
る

と
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
他
の
政
治
部
門
が
連
邦
最
高
裁
に
対
す
る
具
体
的
な
統
制
行
動
を
起
こ
す
可
能
性
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
連
邦
最
高
裁
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
制
約
に
つ
い
て
は
、
連
邦
最
高
裁
の
管
轄
権
限
を
制
約
す
る
立
法
等
を
通
じ
て
、
連
邦
議

会
が
連
邦
最
高
裁
を
牽
制
し
て
い
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
権
限
の
存
在
に
よ
っ
て
、
連
邦
最
高
裁
判
事
は
他
部
門
と

の
衝
突
を
回
避
す
る
よ
う
動
機
づ
け
ら
れ
る
点
が
説
明
さ
れ
る
。

　

最
後
に
、
憲
法
規
範
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
関
し
て
は
、
判
事
は
、
①
判
断
の
基
礎
と
し
て
法
の
存
在
を
尊
重
す
る
伝
統
の
下
で

教
育
さ
れ
、
②
同
僚
集
団
と
し
て
他
の
判
事
や
法
学
研
究
者
か
ら
非
公
式
に
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
為
に
、
そ

う
し
た
集
団
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
望
ま
し
い
憲
法
規
範
を
定
立
し
よ
う
と
す
る
動
機
か
ら
、
憲
法
典
及
び
憲
法
判
例
に
よ
っ

て
一
定
程
度
の
拘
束
を
受
け
て
い
る
点
が
み
ら
れ
る
。

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）
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本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
バ
ウ
ム
に
よ
る
定
式
化
に
基
づ
き
、
こ
れ
ら
の
立
場
を
順
次
吟
味
し
て
い
き
た
い
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
第

一
章
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
判
事
の
判
断
に
お
け
る
政
治
的
動
機
に
着
目
し
た
分
析
と
し
て
、
第
一
の
「
態
度
モ
デ
ル
（A

ttitudi-

nal M
odel

）」（
第
一
節
）、
第
二
の
「
戦
略
行
動
モ
デ
ル
（Strategic Behavior M

odel

）」（
第
二
節
）
及
び
第
三
の
「
権
力
分
立

モ
デ
ル
（Separated-Pow

er M
odel

）」（
第
三
節
）
に
つ
い
て
の
検
討
を
試
み
る
。
続
く
第
二
章
で
は
、
同
判
事
の
法
的
動
機
に
焦

点
を
当
て
た
分
析
モ
デ
ル
と
し
て
、
第
四
の
「
法
的
拘
束
モ
デ
ル
」
に
関
し
て
、「
計
量
分
析
モ
デ
ル
」（
第
一
節
）
と
「
先
例
拘
束
モ

デ
ル
」（
第
二
節
）
と
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
考
察
を
加
え
る
。
そ
の
上
で
、
各
モ
デ
ル
に
対
し
て
比
較
検
討
（
第
三
節
）
を
行
う
。
最

後
に
、
こ
れ
ら
の
検
討
か
ら
連
邦
最
高
裁
の
行
動
要
因
と
し
て
い
か
な
る
要
素
が
導
出
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
の
ま
と
め
を
提
示
し
、
わ

が
国
に
対
す
る
若
干
の
示
唆
へ
と
代
え
た
い
（「
お
わ
り
に
」）。

第
一
章　

司
法
政
治
学
に
お
け
る
政
治
的
分
析
モ
デ
ル
の
展
開

第
一
節　

態
度
モ
デ
ル

　
　
（
一
）
法
規
範
モ
デ
ル
へ
の
疑
義

　

態
度
モ
デ
ル
以
前
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
の
判
断
動
機
は
、
主
に
法
規
範
モ
デ
ル
（Legal M

odel

）
と
い
う
立
場
に
基
づ
い
て
説

明
さ
れ
て
い
た
。
法
規
範
モ
デ
ル
と
は
、
裁
判
官
の
判
断
が
「
法
」
す
な
わ
ち
制
定
法
及
び
判
例
法
理
に
従
っ
て
な
さ
れ
、
か
つ
そ
れ

ら
に
よ
っ
て
厳
格
か
つ
全
面
的
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
法
規
範
モ
デ
ル
は
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
変
遷
を
経
て
洗
練

さ
れ
て
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
的
問
題
に
対
す
る
唯
一
の
正
し
い
解
答
が
存
在
す
る
と
の
想
定
に
た
つ
機
械
的
法
学
観
は
、
法
規

範
モ
デ
ル
を
支
持
す
る
論
者
に
お
い
て
も
既
に
否
定
さ
れ
て
お
り
、
法
の
解
釈
が
よ
り
多
様
な
解
釈
可
能
性
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
は

事
実
と
し
て
広
く
認
識
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
裁
判
官
の
判
断
は
、
憲
法
や
法
律
の
文
言
上
明
白
な
意
味
、
起
草
者
の
意
図
、
先
例
等
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に
鑑
み
て
な
さ
れ
る
と
い
う
共
通
理
解
が
、
現
在
の
法
規
範
モ
デ
ル
の
基
底
に
、
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ー
ガ
ル
ら
は
、
以
下
の
二
点
に
お
い
て
現
在
の
法
規
範
モ
デ
ル
に
対
す
る
批
判
を
展
開
す
る
。
第
一
に
、
法
規

範
モ
デ
ル
は
、
条
文
の
明
白
な
意
味
に
つ
い
て
は
、
言
語
を
用
い
る
上
で
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
「
数
学
的
厳
密
さ
（m

athem
atical 

exactness
）」
を
前
提
と
し
て
お
り
、
解
釈
の
多
様
性
に
関
心
を
示
さ
な
い
点
が
疑
問
と
さ
れ
る
。
第
二
に
、
判
例
に
よ
る
先
例
拘
束

性
に
つ
い
て
も
、
裁
判
官
は
先
例
の
射
程
を
限
定
す
る
こ
と
で
意
図
的
に
拘
束
を
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
明
示
的

な
判
例
変
更
を
せ
ず
と
も
、
実
質
的
に
同
等
の
効
果
を
得
ら
れ
る
点
が
指
摘
さ
れ
る
。

　

む
し
ろ
、
シ
ー
ガ
ル
ら
に
よ
れ
ば
、
実
際
に
裁
判
官
が
日
々
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
無
数
の
判
例
か
ら
自
ら
の
政
策
的
選
好
に
合
致

し
た
も
の
を
選
び
出
す
と
い
う
作
業
で
あ
る
。
ま
た
、
連
邦
最
高
裁
は
、
マ
ー
ベ
リ
判
決
以
降
、
様
々
な
政
治
的
争
点
に
関
わ
る
事
件
に

関
与
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
連
邦
政
府
の
側
か
ら
し
て
も
、
任
命
等
の
過
程
を
通
じ
て
そ
う
し
た
影
響
力
の
あ
る
組
織
を
統
制
す
る
動

機
づ
け
が
生
じ
る
の
も
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
シ
ー
ガ
ル
ら
は
、
連
邦
最
高
裁
の
判
断
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
態
度
及

び
価
値
観
に
基
づ
い
て
い
る
と
す
る
態
度
モ
デ
ル
の
立
場
を
支
持
す
る
。

　
　
（
二
）
態
度
モ
デ
ル
に
お
け
る
司
法
行
動
分
析

　

態
度
モ
デ
ル
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
、
実
証
主
義
政
治
学
、
心
理
学
、
及
び
経
済
学
等
の
知
見
を
積
極
的
に
摂
取
す
る
こ
と
で
こ
れ

ま
で
発
展
を
遂
げ
て
き
た
。
態
度
モ
デ
ル
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
連
邦
最
高
裁
は
、
判
事
が
有
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
態
度
及
び
価
値

観
と
つ
き
合
わ
せ
て
事
件
を
判
断
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

　

ま
ず
、
シ
ー
ガ
ル
ら
は
、
各
判
事
の
価
値
観
と
実
際
の
評
決
行
動
と
の
比
較
手
法
に
よ
る
実
証
分
析
を
試
み
る
。
こ
の
分
析
に
際
し

て
は
、
裁
判
官
の
価
値
観
を
測
る
上
で
の
外
因
的
手
法
と
し
て
、
市
民
的
権
利
及
び
自
由
に
関
す
る
限
り
で
、
裁
判
官
候
補
者
に
対
す

る
新
聞
社
説
に
よ
る
リ
ベ
ラ
ル
／
保
守
の
評
価
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
、
シ
ー
ガ
ル
ら
は
、
市
民
的
権
利
及
び
自
由
の
領
域

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）
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に
お
い
て
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
が
始
ま
っ
た
一
九
五
三
年
か
ら
一
九
九
九
年
ま
で
の
連
邦
最
高
裁
判
例
に
つ
き
、
連
邦
最
高
裁

デ
ー
タ
・
ベ
ー
ス
（T

he Suprem
e Court D

atabase

）
を
用
い
て
、
言
論
の
自
由
、
信
教
の
自
由
、
そ
の
他
の
市
民
的
権
利
、
刑
事

手
続
上
の
権
利
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
関
し
て
、
リ
ベ
ラ
ル
／
保
守
の
変
数
に
応
じ
た
基
準
に
基
づ
く
分
析
を
試
み
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
各
裁
判
官
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
価
値
観
と
実
際
の
評
決
行
動
と
の
相
関
指
数
は
約
七
六
％
と
な
り
、
両
者
が
相
当
程
度
に

深
く
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
バ
ウ
ム
も
同
様
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
彼
の
場
合
は
、
ま
ず
、
①
市
民
的
自
由
に
関
す
る
争
点
に
お
い
て
、
表
現
の
自
由
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
平
等
権
及
び
刑
事
手
続
の
保
護
等
を
重
視
す
る
立
場
を
リ
ベ
ラ
ル
と
し
、
他
方
で
、
こ
う
し
た
領
域
に
お
い
て
効
率

的
な
法
執
行
や
国
家
の
安
全
を
擁
護
す
る
立
場
を
保
守
と
定
義
す
る
。
同
様
に
、
②
経
済
的
自
由
に
関
し
て
は
、
基
本
的
に
経
済
的
弱

者
を
擁
護
し
、
彼
ら
に
恩
恵
を
も
た
ら
し
う
る
政
策
を
支
持
す
る
立
場
を
リ
ベ
ラ
ル
と
し
、
対
し
て
、
労
働
組
合
の
保
護
や
政
府
に
よ

る
経
済
規
制
に
反
対
す
る
側
を
保
守
と
分
類
す
る
。
そ
の
上
で
、
二
〇
〇
九
年
及
び
二
〇
一
〇
年
開
廷
期
の
連
邦
最
高
裁
に
お
け
る
、

リ
ベ
ラ
ル
な
判
決
へ
の
各
判
事
の
同
意
率
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
ま
ず
、
リ
ベ
ラ
ル
派
の
判
事
に
つ
い
て
は
、
ソ
ト
マ
イ
ヨ
ー
ル
（So-

nia Sotom
ayor

）
判
事
が
五
九
・
九
％
、
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
（Ruth Bader Ginsburg

）
判
事
が
五
六
・
七
％
、
ブ
ラ
イ
ヤ
ー
（Ste-

phen Breyer

）
判
事
が
五
六
・
五
％
、
中
間
派
の
ケ
ネ
デ
ィ
（A

nthony K
ennedy

）
判
事
が
四
二
・
一
％
と
い
う
数
値
が
見
出
さ

れ
た
。
対
し
て
、
保
守
派
に
関
し
て
は
、
ロ
バ
ー
ツ
（John Roberts

）
長
官
が
四
一
・
四
％
、
ス
カ
リ
ア
（A

ntonin Scalia

）
判

事
が
三
九
・
二
％
、
ト
ー
マ
ス
（Clarence T

hom
as

）
判
事
が
三
六
・
三
％
、
ア
リ
ー
ト
（Sam

uel A
lito

）
判
事
が
三
四
・
五
％

と
い
う
結
果
と
な
り
、
報
道
等
に
お
け
る
一
般
的
な
各
判
事
へ
の
イ
メ
ー
ジ
と
実
際
の
評
決
行
動
に
か
な
り
の
相
関
が
み
ら
れ
る
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
リ
ベ
ラ
ル
派
及
び
保
守
派
の
判
事
間
に
お
け
る
評
決
行
動
の
一
致
に
つ
い
て
も
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
面
で
有
意
な
統
計
的
差

（
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異
が
み
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
二
〇
一
〇
年
の
開
廷
期
に
お
い
て
、
各
判
事
の
間
に
お
い
て
見
解
が
一
致
す
る
確
率
は
平
均
約
六
六
％
で

あ
り
、
な
か
で
も
保
守
派
と
リ
ベ
ラ
ル
派
の
判
事
と
の
間
で
見
解
が
一
致
す
る
確
率
は
約
五
四
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

リ
ベ
ラ
ル
派
の
判
事
四
人
の
間
に
お
い
て
一
致
す
る
確
率
は
約
八
三
％
で
あ
り
、
同
じ
く
保
守
派
の
判
事
四
人
の
間
で
は
約
七
七
％
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
同
開
廷
期
に
お
い
て
は
、
一
六
件
の
五
対
四
判
決
の
う
ち
、
一
四
件
の
判
決
に
お
い
て
保
守
派
又
は
リ
ベ
ラ
ル
派

の
判
事
が
四
人
と
も
反
対
意
見
に
回
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
バ
ウ
ム
は
、
連
邦
最
高
裁
判
事
に
対
す
る
直
観
的
な
ラ
ベ
リ
ン
グ
が

「
相
当
程
度
統
計
的
に
も
正
し
い
」
と
の
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。

第
二
節　

戦
略
行
動
モ
デ
ル

　

裁
判
官
個
人
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
態
度
に
基
づ
い
て
司
法
行
動
へ
の
包
括
的
な
説
明
を
試
み
る
態
度
モ
デ
ル
に
対
し
て
、
と
り
わ
け
、

判
決
に
お
け
る
多
数
派
形
成
過
程
に
着
目
し
、
そ
の
際
に
お
け
る
戦
略
的
行
動
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
の
が
戦
略
行
動
モ
デ
ル
で
あ
る
。

連
邦
最
高
裁
の
判
決
過
程
で
は
、
判
事
の
戦
略
的
行
動
は
、
主
に
本
案
合
議
（conference vote on m

erit

）
に
お
い
て
見
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
本
案
合
議
に
お
い
て
は
、
最
初
に
長
官
が
評
決
を
行
い
、
続
い
て
在
職
期
間
の
長
い
判
事
か
ら
順
に
評
決
に
加
わ
る
。
こ
の

際
に
も
、
判
事
が
戦
略
的
に
協
力
し
よ
う
と
す
る
動
機
づ
け
は
か
な
り
強
力
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
は
最
低
で
も
九
人
の
う
ち

五
人
に
よ
る
過
半
数
の
同
意
が
必
要
な
多
数
意
見
の
形
成
を
望
む
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
多
数
意
見
へ
の
参
加
者
を
増
や
す
こ
と
で

そ
の
正
統
性
を
さ
ら
に
確
保
し
た
い
と
考
え
て
い
る
為
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
連
邦
最
高
裁
判
事
の
間
で
の
戦
略
行
動
は
、
場
面
に
よ
っ
て
違
い
が
生
じ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
本
案
合
議
に
つ
い
て

は
、
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
（
一
九
六
九
年
～
一
九
八
六
年
）
を
対
象
と
し
た
統
計
分
析
に
お
い
て
、
多
数
意
見
の
内
容
変
更
が
特
定
の

判
事
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
の
は
、
全
判
決
の
う
ち
の
約
三
三
％
に
も
及
び
、
そ
の
う
ち
三
分
の
二
に
当
た
る
二
二
％
に
お
い
て
実
際
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に
要
求
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
多
数
意
見
の
修
正
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

連
邦
最
高
裁
判
事
に
よ
る
こ
う
し
た
戦
略
的
修
正
の
典
型
例
と
し
て
著
名
な
の
は
、
ク
レ
イ
グ
判
決
に
お
け
る
ブ
レ
ナ
ン
（W

il-

liam
 J. Brennan

）
判
事
の
行
動
で
あ
る
。
同
事
件
は
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
法
が
、
若
年
男
性
に
よ
る
酒
酔
い
運
転
の
全
米
で
の
増
加
を

理
由
と
し
て
、
二
一
歳
未
満
の
男
性
に
は
一
律
に
酒
類
の
販
売
を
禁
じ
て
い
た
も
の
の
、
低
ア
ル
コ
ー
ル
の
麦
酒
で
あ
れ
ば
、
一
八
歳

以
上
の
女
性
に
対
し
て
は
販
売
可
能
と
し
て
い
た
点
が
、
性
別
に
基
づ
く
差
別
と
し
て
、
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
四
条
一
項
の
平
等
保

護
条
項
に
違
反
す
る
と
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

　

こ
の
事
件
の
争
点
は
主
に
以
下
の
二
点
で
あ
っ
た
。
第
一
は
、
本
件
の
共
同
原
告
で
あ
る
麦
酒
小
売
業
者
に
原
告
適
格
が
存
在
す
る

か
否
か
で
あ
っ
た
。
第
二
は
、
州
法
に
対
し
て
適
用
す
べ
き
審
査
基
準
の
類
型
と
し
て
、
厳
格
審
査
基
準
を
用
い
て
違
憲
と
す
る
判
断

を
導
く
か
、
又
は
、
合
理
性
の
基
準
を
採
用
し
て
合
憲
と
す
る
か
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
第
一
の
原
告
適
格
に
関
し
て
は
、
ホ
ワ
イ

ト
（Byron W

hite

）、
マ
ー
シ
ャ
ル
（T

hurgood M
arshall

）、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
（John Paul Stevens

）、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト

（Potter Stew
art

）
各
判
事
ら
四
人
の
同
意
を
合
議
段
階
で
得
て
お
り
、
ブ
レ
ナ
ン
判
事
を
含
め
て
五
人
に
よ
る
多
数
意
見
の
形
成

が
可
能
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
第
二
の
審
査
基
準
に
関
し
て
、
ホ
ワ
イ
ト
、
マ
ー
シ
ャ
ル
の
両
判
事
は
厳
格
審
査
の
適
用
に
同
意
し
て
い
た
も
の
の
、
ス

テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
判
事
は
「
単
な
る
合
理
性
以
上
の
基
準
（scrutiny above m

ere rationality)

」
の
採
用
を
、
ま
た
、
ス
チ
ュ
ア
ー

ト
判
事
は
、
合
理
性
の
基
準
を
用
い
る
こ
と
を
合
議
に
お
い
て
主
張
し
て
い
た
。
そ
の
為
に
、
五
人
に
よ
る
多
数
意
見
の
形
成
を
目
指

し
て
い
た
ブ
レ
ナ
ン
判
事
が
支
持
す
る
厳
格
審
査
の
適
用
に
同
意
す
る
判
事
が
当
初
は
三
人
し
か
見
込
め
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
ブ
レ

ナ
ン
判
事
は
、
五
人
以
上
の
同
意
を
得
て
法
廷
意
見
を
形
成
す
る
為
に
、
こ
れ
に
代
え
て
中
間
審
査
基
準
の
適
用
を
合
議
の
最
終
段
階

に
お
い
て
提
案
し
た
。
結
果
と
し
て
、
同
基
準
が
採
用
さ
れ
、
七
対
二
で
同
州
法
に
対
す
る
違
憲
判
断
が
下
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

（
21
）

（
22
）

（
23
）

（
24
）

（
25
）（

26
）

（
27
）



アメリカ連邦最高裁における「法」と「政治」の相剋

（阪大法学）64（2-107）　423 〔2014. 7 〕

　

も
っ
と
も
、
ブ
レ
ナ
ン
判
事
の
本
来
の
立
場
が
、
性
別
に
基
づ
く
差
別
を
「
疑
わ
し
き
区
分
（suspect classification

）」
と
見
な

し
、
厳
格
審
査
の
適
用
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
以
前
の
判
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
エ
プ
シ
ュ
タ
イ
ン
ら

の
分
析
に
よ
れ
ば
、
同
判
事
は
、
合
理
性
の
基
準
を
採
用
す
る
と
い
っ
た
最
も
望
ま
し
く
な
い
結
論
を
避
け
る
為
に
、
本
件
に
お
い
て

中
間
審
査
基
準
を
用
い
た
と
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
本
件
は
、
司
法
判
断
に
お
け
る
合
理
的
選
択
に
お
い
て
同
判
事
と
他

の
判
事
と
が
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
事
例
と
言
え
よ
う
。

　

ま
た
、
判
事
間
に
お
い
て
戦
略
的
駆
け
引
き
が
見
ら
れ
る
場
合
に
は
、
多
数
意
見
の
執
筆
者
は
、
自
身
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
点
よ
り
も
、

多
数
意
見
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
中
間
点
で
の
意
見
を
下
す
こ
と
が
多
い
。
も
っ
と
も
、
連
邦
最
高
裁
判
例
全
体
を
通
し
て
も
、

多
数
派
の
形
成
が
最
少
人
数
で
な
さ
れ
る
場
合
は
稀
で
あ
る
。
加
え
て
、
合
議
で
の
評
決
と
、
最
終
評
決
と
で
判
事
が
意
見
を
変
え
る

理
由
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
お
い
て
は
戦
略
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
単
純
に
自
身
の
見
解
を
変
え
た
為
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
期
に
お
い
て
も
、
バ
ー
ガ
ー
（W

arren E. Burger

）
長
官
に
関
し
て
は
、
自
身
の
選
好

に
反
し
て
多
数
派
に
加
わ
る
行
動
が
散
見
さ
れ
た
も
の
の
、
他
の
判
事
に
は
そ
う
し
た
傾
向
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

第
三
節　

権
力
分
立
モ
デ
ル

　
　
（
一
）
連
邦
下
院
に
よ
る
圧
力

　

本
節
で
は
、
連
邦
最
高
裁
の
判
断
に
影
響
を
与
え
る
要
因
と
し
て
、
議
会
や
大
統
領
府
と
い
っ
た
外
部
の
政
治
機
関
に
よ
る
圧
力
に

焦
点
を
当
て
た
「
権
力
分
立
モ
デ
ル
」
を
取
り
上
げ
る
。
も
っ
と
も
、
裁
判
所
以
外
の
政
治
機
関
に
よ
る
圧
力
が
、
連
邦
最
高
裁
の
判

断
に
明
確
な
影
響
を
与
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
司
法
政
治
学
に
お
い
て
も
議
論
が
分
か
れ
て
い
る
。

　

ブ
レ
ナ
ー
ら
は
、
外
部
環
境
に
よ
る
裁
判
所
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
ま
ず
第
一
に
、
連
邦
議
会
に
よ
る
「
覆
し
（overturn

）」
を
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回
避
す
る
為
に
連
邦
最
高
裁
が
選
好
に
反
す
る
判
断
を
す
る
傾
向
は
、
一
般
的
に
は
見
ら
れ
な
い
点
を
指
摘
す
る
。
第
二
に
、
連
邦
最

高
裁
が
、
世
論
に
よ
る
否
定
的
な
反
応
を
回
避
す
る
為
に
社
会
の
雰
囲
気
に
従
っ
て
選
好
に
反
す
る
判
断
を
示
す
こ
と
も
稀
で
あ
る
こ

と
を
挙
げ
、
世
論
に
よ
る
影
響
に
つ
い
て
も
否
定
的
で
あ
る
。

　

他
方
で
、
バ
ウ
ム
は
、
連
邦
議
会
が
新
た
な
立
法
に
よ
っ
て
裁
判
所
の
憲
法
解
釈
を
覆
す
、
又
は
判
事
の
俸
給
の
増
額
を
抑
制
す
る

等
の
権
限
を
有
す
る
た
め
に
、
連
邦
最
高
裁
が
判
決
に
対
す
る
議
会
の
反
応
を
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
点
を
指
摘
し
、
外
部
の
政
治
機

関
が
連
邦
最
高
裁
の
判
断
に
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
同
じ
く
、
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
も
、
合
衆
国
憲
法
上
の
規
定
に
よ

っ
て
、
連
邦
最
高
裁
は
判
事
の
身
分
保
障
、
報
酬
、
及
び
予
算
に
関
し
て
連
邦
議
会
の
多
数
派
の
意
思
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
点
を

強
調
す
る
。
そ
の
際
に
、
彼
女
が
注
目
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
態
度
モ
デ
ル
が
注
目
し
て
き
た
連
邦
最
高
裁
判
事
の
指
名
及
び
承
認

に
関
わ
る
大
統
領
及
び
上
院
の
動
向
で
は
な
く
、
連
邦
議
会
下
院
に
よ
る
圧
力
の
存
在
で
あ
る
。
具
体
的
に
、
彼
女
は
、
第
一
に
、
合

衆
国
憲
法
第
一
条
二
項
五
節
に
お
い
て
、
下
院
に
対
し
連
邦
裁
判
所
判
事
へ
の
専
属
的
な
弾
劾
訴
追
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
挙

げ
る
。
と
り
わ
け
、
弾
劾
に
関
す
る
同
条
項
は
、
上
下
両
院
の
賛
成
の
み
を
要
件
と
し
、
大
統
領
の
同
意
を
必
要
と
し
な
い
点
で
例
外

的
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
下
院
の
過
半
数
の
賛
成
の
み
に
よ
っ
て
弾
劾
手
続
を
開
始
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
際
に
は
、
裁
判

官
の
非
行
に
関
す
る
具
体
的
な
証
拠
は
要
求
さ
れ
な
い
点
も
注
目
に
値
す
る
。

　

そ
の
他
、
合
衆
国
憲
法
第
三
条
二
項
二
節
に
お
い
て
は
、
連
邦
裁
判
所
の
管
轄
権
に
つ
い
て
も
、
連
邦
議
会
に
広
範
な
裁
量
が
付
与

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
憲
法
上
は
、
大
統
領
の
拒
否
権
が
行
使
さ
れ
な
い
限
り
、
連
邦
議
会
両
院
に
お
け
る
過
半
数
の
賛
成
に
よ
っ

て
連
邦
最
高
裁
判
事
の
定
数
を
増
減
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
公
選
部
門
の
多
数
派
、
と
り
わ
け
連
邦
議
会
下
院
は
、

司
法
部
が
立
法
府
に
敬
譲
を
示
す
よ
う
誘
導
し
う
る
多
数
の
手
段
を
有
し
て
い
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
下
院
は
、
裁
判
所
へ
の
弾
劾
及

び
歳
出
割
当
に
つ
い
て
の
「
特
に
重
要
な
お
目
付
け
と
し
て
の
役
割
」
を
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
合
衆
国
史
を
顧
み
て
も
、
独
立
期
の
改
革
派
は
、
行
政
権
に
よ
る
恣
意
的
な
罷
免
か
ら
裁
判
官
を
保
護
す
る
必

要
性
を
認
め
つ
つ
も
、
立
法
府
に
よ
る
罷
免
に
関
し
て
は
特
に
同
じ
よ
う
に
保
護
す
る
必
要
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
理
解
さ

れ
る
。
む
し
ろ
彼
ら
の
議
論
か
ら
は
、
報
酬
に
基
づ
く
立
法
府
に
よ
る
統
制
を
熱
心
に
擁
護
し
て
い
た
事
実
が
窺
え
る
。
こ
こ
か
ら
も
、

憲
法
の
起
草
者
及
び
批
准
者
た
ち
は
、
公
選
部
門
が
司
法
部
門
の
判
断
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
憲
法
の
諸
条
項
に
お
い
て
許
容
し
て

い
た
と
推
察
さ
れ
よ
う
。

　

加
え
て
、
連
邦
議
会
は
連
邦
裁
判
所
の
司
法
管
轄
を
制
限
す
る
目
的
で
、
死
刑
、
州
民
投
票
、
中
絶
や
同
性
愛
に
対
す
る
司
法
審
査

権
を
剥
奪
す
る
立
法
の
制
定
を
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
意
図
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
連
邦
議
会
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
オ
コ

ナ
ー
（Sandra D

ay O
ʼConnor

）
判
事
が
「
司
法
権
の
独
立
に
つ
い
て
の
、
合
衆
国
憲
法
制
定
以
来
の
あ
ら
ゆ
る
考
え
に
反
す
る
」

と
し
て
実
際
に
批
判
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
女
は
、
公
選
部
門
に
対
し
て
脆
弱
な
裁
判
所
は
「
大
統
領
や
連
邦

議
会
を
本
気
で
怒
ら
せ
な
い
」
よ
う
用
心
す
べ
き
で
あ
る
と
の
趣
旨
を
、
ア
メ
リ
カ
上
訴
裁
判
弁
護
士
協
会
（A

m
erican A

cadem
y 

of A
ppellate Law

yers

）
の
会
合
に
お
い
て
述
べ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
特
に
注
目
に
値
す
る
の
が
、
共
和
党
が
多
数
派
を
占
め
て
い
た
時
期
に
同
党
の
下
院
院
内
総
務
を
務
め
た
デ
ィ
レ

イ
（T

om
 D

elay

）
議
員
の
一
連
の
行
動
で
あ
る
。
彼
は
、
弾
劾
制
度
の
熱
心
な
唱
道
者
で
あ
り
、「
連
邦
裁
判
所
の
各
判
事
が
ど
の

よ
う
な
判
断
傾
向
を
有
し
て
い
る
か
を
理
解
す
る
為
に
、
我
々
は
、
彼
ら
の
裁
判
記
録
に
つ
い
て
の
膨
大
な
調
査
を
現
在
行
っ
て
い

る
」
と
常
日
頃
か
ら
述
べ
て
お
り
、
弾
劾
の
対
象
と
な
る
べ
き
連
邦
裁
判
所
判
事
を
彼
ら
の
判
決
に
お
け
る
評
決
行
動
に
基
づ
い
て
調

査
し
て
い
る
こ
と
も
公
言
し
て
い
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
最
高
裁
判
事
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
共
和
党
議
員
に
よ
る
威
嚇
に
つ
い
て
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

中
間
派
の
ケ
ネ
デ
ィ
判
事
は
、
一
九
九
八
年
に
連
邦
最
高
裁
が
連
邦
議
会
に
よ
る
「
攻
勢
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
世
論
に
よ

（
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る
支
援
を
広
く
求
め
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
リ
ベ
ラ
ル
派
の
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
判
事
も
、
デ
ィ
レ
イ
下
院
議
員

の
弾
劾
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
つ
い
て
「
彼
の
弾
劾
リ
ス
ト
に
そ
の
う
ち
私
も
載
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。

　
　
（
二
）
レ
ー
ン
キ
ス
ト
・
コ
ー
ト
に
お
け
る
「
転
換
（change

）」

　

こ
こ
で
、
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
が
特
に
注
視
す
る
の
は
、
レ
ー
ン
キ
ス
ト
・
コ
ー
ト
（
一
九
八
六
年
～
二
〇
〇
五
年
）
に
お
け
る
連
邦
最
高

裁
の
突
如
と
し
て
の
方
針
転
換
で
あ
る
。
同
コ
ー
ト
は
、
最
初
の
八
年
間
は
穏
健
な
リ
ベ
ラ
ル
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
が
、
一
九
九
四
年

開
廷
期
を
契
機
に
、
唐
突
に
保
守
的
な
方
向
へ
と
転
換
し
た
こ
と
が
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
ゆ
え
に
、
同
コ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、

多
く
の
研
究
者
が
一
九
九
三
年
ま
で
を
前
期
、
一
九
九
四
年
以
降
を
後
期
と
分
類
し
て
い
る
。
実
際
に
、
彼
女
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
前

期
レ
ー
ン
キ
ス
ト
・
コ
ー
ト
に
お
い
て
、
連
邦
法
に
対
す
る
憲
法
上
の
異
議
申
し
立
て
に
対
し
て
、
連
邦
最
高
裁
が
保
守
的
な
判
断
を

下
す
割
合
は
、
約
一
三
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
共
和
党
が
連
邦
議
会
で
多
数
を
獲
得
し
た
一
九
九
四
年
以
降
の
後
期
レ
ー
ン
キ

ス
ト
・
コ
ー
ト
で
は
、
そ
の
割
合
が
約
六
二
％
ま
で
急
上
昇
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
つ
と
め
て
現
状
維
持
的
な
傾
向
を
示
し
て
い
た
前
期
レ
ー
ン
キ
ス
ト
・
コ
ー
ト
と
は
対
照
的
に
、
後
期
レ
ー
ン
キ
ス

ト
・
コ
ー
ト
に
お
い
て
は
、
学
校
区
に
お
け
る
銃
規
制
や
女
性
へ
の
暴
力
に
対
す
る
民
事
上
の
救
済
に
関
す
る
連
邦
法
を
、
い
ず
れ
も

通
商
条
項
等
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
連
邦
議
会
の
権
限
か
ら
の
逸
脱
を
理
由
に
五
対
四
で
違
憲
と
判
断
し
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
リ

ベ
ラ
ル
な
立
場
の
連
邦
法
に
対
す
る
違
憲
判
決
が
相
次
い
で
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
転
換
の
要
因
に
つ
い
て
は
、
確
か

に
、
フ
リ
ー
ド
マ
ン
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
が
選
挙
に
お
い
て
反
映
さ
れ
た
民
意
に
従
っ
て
方
針
を
転
換
し
た
と
す
る
説

明
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
に
よ
る
上
記
の
考
察
に
基
づ
く
と
、
こ
う
し
た
転
換
の
理
由
は
、
一
九
九
四
年

か
ら
二
〇
〇
四
年
に
か
け
て
共
和
党
が
連
邦
下
院
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
連
邦
下
院
の
予
算
削
減
や
弾
劾
動
議
が
実
際

に
は
提
出
さ
れ
ず
と
も
、
そ
の
可
能
性
が
現
実
的
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
連
邦
最
高
裁
に
対
す
る
間
接
的
な
圧
力
と
な
っ
た
こ
と
に
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見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
章　

司
法
政
治
学
に
お
け
る
法
的
分
析
モ
デ
ル
の
展
開

　

本
章
で
は
、
裁
判
官
の
判
断
動
機
に
お
け
る
法
理
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
存
在
を
強
調
す
る
法
規
範
モ
デ
ル
を
、
統
計
上
の
実
証

分
析
等
に
よ
っ
て
洗
練
さ
せ
る
近
年
の
試
み
と
し
て
の
「
法
的
拘
束
モ
デ
ル
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
前
章
で
検
討
し

た
態
度
主
義
及
び
戦
略
行
動
モ
デ
ル
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
の
行
動
が
法
規
範
の
存
在
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
実
例
を
余
り
に

も
軽
視
し
て
い
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
シ
ー
ガ
ル
ら
は
、
分
析
の
対
象
と
す
る
連
邦
最
高
裁
判
例
に
お
い
て
、
そ

こ
で
は
各
判
事
が
自
ら
の
政
治
的
選
好
を
表
明
す
る
契
機
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
全
員
一
致
判
決
を
排
除
し
て
い
る
。
だ

が
、
全
員
一
致
判
決
は
、
裁
判
官
に
対
す
る
先
例
拘
束
性
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
は
、
各
自
の
政
治
的
利
害
を
超
越
し
て
、
各
判
事
が

法
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
基
づ
く
合
意
に
至
っ
た
こ
と
を
示
す
格
好
の
事
例
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
最
近
の
司
法
政
治
学
に
お
い
て
は
、
態
度
モ
デ
ル
の
考
え
方
を
受
け
入
れ
つ
つ
も
、
認
知
心
理
学
の
理
解
に
基
づ
き

裁
判
官
の
判
断
行
動
に
お
け
る
法
的
拘
束
を
指
摘
す
る
動
き
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
ブ
レ
ナ
ー
は
、
法
の
条
文
自
体
に
つ
い
て
の
多

義
的
な
解
釈
の
可
能
性
を
認
め
た
上
で
、
法
的
論
拠
に
は
「
説
得
力
の
強
弱
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
裁
判
官
の
判
断

に
一
定
の
影
響
を
与
え
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
パ
ー
シ
リ
ー
ら
は
、
連
邦
最
高
裁
が
、
時
と
場
合
に
よ
っ
て
は
公
立
学
校
に

お
け
る
祈
祷
を
違
憲
と
判
断
し
た
り
、
国
旗
を
公
然
と
焼
却
す
る
行
為
を
象
徴
的
言
論
と
し
て
認
め
た
り
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し

て
、
世
論
の
支
持
が
得
ら
れ
に
く
い
と
思
わ
れ
る
判
断
を
こ
れ
ま
で
も
示
し
て
き
た
こ
と
を
摘
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
近
年
の
司
法
政
治
学
に
お
け
る
こ
う
し
た
知
見
を
踏
ま
え
た
上
で
説
得
的
な
議
論
を
展
開
す
る
に
は
、
裁
判
官
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
態
度
に
よ
る
影
響
と
比
較
し
た
上
で
、
法
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
基
づ
く
動
機
要
因
か
ら
の
影
響
を
示
す
必
要
が
あ
ろ
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う
。
以
下
で
は
、
そ
う
し
た
司
法
判
断
に
お
け
る
法
的
動
機
づ
け
の
解
明
に
関
し
て
、
ま
ず
ケ
ッ
ク
と
ベ
イ
リ
ー
ら
に
よ
る
計
量
分
析

モ
デ
ル
を
取
り
上
げ
る
。
そ
の
上
で
、
そ
う
し
た
法
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
連
邦
最
高
裁
判
事
に
見
ら
れ
る
こ
と
へ
の
有
力
な
説
明
と

し
て
、
ガ
ー
ハ
ー
ト
に
よ
る
制
度
史
的
視
点
か
ら
の
「
超
越
的
判
例
（super precedent

）」
論
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
節　

計
量
分
析
モ
デ
ル

　

裁
判
官
個
人
の
党
派
的
判
断
と
判
例
法
理
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
の
区
分
モ
デ
ル
を
用
い
た
ケ
ッ
ク
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
後
期

レ
ー
ン
キ
ス
ト
・
コ
ー
ト
の
一
九
九
四
年
か
ら
二
〇
〇
三
年
開
廷
期
で
は
、
言
論
の
自
由
、
自
己
決
定
権
、
投
票
価
値
の
平
等
な
ど
の

領
域
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
ル
な
判
例
法
理
へ
の
支
持
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
二

年
の
超
党
派
選
挙
運
動
改
革
法
（Bipartisan Cam

paign Reform
 A

ct of 2002

）
を
は
じ
め
と
す
る
、
超
党
派
又
は
民
主
党
に
よ

り
制
定
さ
れ
た
リ
ベ
ラ
ル
と
さ
れ
る
連
邦
法
の
う
ち
で
は
、
中
間
派
の
オ
コ
ナ
ー
、
ケ
ネ
デ
ィ
、
保
守
派
の
ス
カ
リ
ア
及
び
ト
ー
マ
ス

各
判
事
は
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
う
ち
の
約
二
〇
％
の
支
持
に
回
っ
て
お
り
、
ま
た
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
保
守
派
の
レ
ー
ン
キ
ス
ト
（W

il-

liam
 Rehnquist

）
長
官
に
至
っ
て
は
、
そ
の
約
六
〇
％
ま
で
も
の
同
意
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
連
邦
最
高
裁
で
の
評

決
を
左
右
す
る
ス
ウ
ィ
ン
グ
・
ヴ
ォ
ー
タ
ー
で
も
あ
る
オ
コ
ナ
ー
、
ケ
ネ
デ
ィ
両
判
事
の
判
例
法
理
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
関
し
て

も
、
興
味
深
い
統
計
上
の
デ
ー
タ
が
見
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
同
時
期
に
お
い
て
、
五
対
四
の
僅
差
で
判
断
さ
れ
て
い
た
一
五
五
件

の
判
決
の
う
ち
、
三
六
件
の
判
決
で
は
、
オ
コ
ナ
ー
あ
る
い
は
ケ
ネ
デ
ィ
が
リ
ベ
ラ
ル
派
の
ブ
ラ
イ
ヤ
、
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
、
ス
ー
タ
ー
、

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
判
事
ら
と
同
調
し
て
、
リ
ベ
ラ
ル
な
多
数
派
を
形
成
し
て
い
た
。
ケ
ッ
ク
は
、
こ
こ
で
の
両
判
事
の
果
た
し
た
役
割

に
対
し
て
、
結
果
的
に
「
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
の
遺
産
の
ほ
と
ん
ど
が
維
持
」
さ
れ
た
と
評
価
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
ベ
イ
リ
ー
ら
は
、
こ
う
し
た
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
党
派
的
／
判
例
法
理
に
基
づ
く
非
党
派
的
」
と
い
う
区
分
を
受
容
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し
つ
つ
も
、
さ
ら
に
計
量
分
析
の
手
法
を
洗
練
さ
せ
る
こ
と
で
、
よ
り
明
確
な
図
式
化
を
試
み
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
一
九
五
〇
年

か
ら
二
〇
〇
八
年
ま
で
の
、
言
論
及
び
信
教
の
自
由
、
そ
の
他
の
市
民
的
権
利
、
中
絶
及
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
い
っ
た
デ
ュ
ー
・
プ
ロ

セ
ス
等
の
事
例
に
関
す
る
三
二
三
九
件
の
連
邦
最
高
裁
判
例
に
お
け
る
各
判
事
の
評
決
を
対
象
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

（
保
守
＝
プ
ラ
ス
一
／
リ
ベ
ラ
ル
＝
マ
イ
ナ
ス
一
）
及
び
法
理
（
判
例
維
持
＝
プ
ラ
ス
一
／
判
例
変
更
＝
マ
イ
ナ
ス
一
）
に
関
す
る
数

値
評
価
に
よ
っ
て
区
分
し
た
上
で
、
ベ
イ
ズ
統
計
型
マ
ル
コ
フ
連
鎖
モ
ン
テ
カ
ル
ロ
法
（Bayesian M

arkov Chain M
onte Car-

lo

）
を
用
い
た
分
析
を
試
み
て
い
る
。

　

と
り
わ
け
、
彼
ら
が
こ
う
し
た
分
析
に
お
い
て
裁
判
官
に
よ
る
判
例
法
理
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
見
い
だ
す
の
は
、
表
現
の
自
由

に
関
わ
る
諸
判
例
に
関
す
る
領
域
で
あ
る
。
例
え
ば
、
五
対
四
で
公
共
の
場
に
お
け
る
国
旗
焼
却
を
一
律
に
禁
止
し
た
テ
キ
サ
ス
州
法

を
象
徴
的
言
論
の
法
理
に
基
づ
き
違
憲
と
し
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
判
決
で
は
、
リ
ベ
ラ
ル
派
の
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
（H

arry Blackm
un

）、

マ
ー
シ
ャ
ル
、
中
道
派
の
ケ
ネ
デ
ィ
、
保
守
派
の
ス
カ
リ
ア
が
多
数
意
見
を
支
持
す
る
一
方
で
、
同
じ
く
リ
ベ
ラ
ル
派
の
ス
テ
ィ
ー
ブ

ン
ス
、
中
道
派
の
オ
コ
ナ
ー
と
ホ
ワ
イ
ト
、
保
守
派
の
レ
ー
ン
キ
ス
ト
が
反
対
意
見
に
回
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
事
実
か
ら
は
、
連
邦

最
高
裁
判
事
の
判
断
に
お
け
る
法
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
基
づ
く
動
機
づ
け
と
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
動
機
づ
け
の
混
在
が
推

察
さ
れ
よ
う
。

　

実
際
に
、
分
析
対
象
と
さ
れ
た
判
例
全
体
か
ら
算
出
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
指
標
の
上
で
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
判
決
で
反
対
意
見
に
回

っ
た
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
判
事
（
マ
イ
ナ
ス
〇
・
七
七
）
は
、
多
数
意
見
に
回
っ
た
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
判
事
（
マ
イ
ナ
ス
〇
・
五
二
）、
ス

カ
リ
ア
判
事
（
プ
ラ
ス
〇
・
五
八
）
及
び
ケ
ネ
デ
ィ
判
事
（
プ
ラ
ス
〇
・
四
七
）
よ
り
も
数
値
が
低
く
リ
ベ
ラ
ル
な
傾
向
を
示
し
て
い

た
。
同
様
に
、
反
対
意
見
に
回
っ
た
オ
コ
ナ
ー
判
事
（
プ
ラ
ス
〇
・
二
二
）
と
ホ
ワ
イ
ト
判
事
（
プ
ラ
ス
〇
・
三
七
）
も
、
ス
カ
リ
ア

判
事
や
ケ
ネ
デ
ィ
判
事
よ
り
も
リ
ベ
ラ
ル
な
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
数
値
か
ら
す
る
と
、
同
判
決
に
お
け
る
評
決
は
、
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判
事
個
人
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

　

対
し
て
、
同
判
決
へ
の
各
判
事
の
態
度
を
判
例
法
理
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
指
標
に
よ
っ
て
整
理
し
て
み
る
と
、
多
数
意
見
に
回
っ
た
ケ
ネ

デ
ィ
判
事
（
プ
ラ
ス
〇
・
六
二
）、
ス
カ
リ
ア
判
事
（
プ
ラ
ス
〇
・
三
二
）、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
判
事
（
プ
ラ
ス
〇
・
二
六
）
及
び
ブ
レ
ナ

ン
判
事
（
プ
ラ
ス
〇
・
二
四
）
の
い
ず
れ
も
が
、
反
対
意
見
に
回
っ
た
オ
コ
ナ
ー
判
事
（
プ
ラ
ス
〇
・
二
三
）、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
判

事
（
プ
ラ
ス
〇
・
一
七
）、
レ
ー
ン
キ
ス
ト
長
官
（
プ
ラ
ス
〇
・
〇
六
）
及
び
ホ
ワ
イ
ト
判
事
（
プ
ラ
ス
〇
・
〇
四
）
よ
り
も
高
い
数

値
を
示
し
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
各
判
事
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
傾
向
に
よ
っ
て
は
説
明
で
き
な
い
評
決
行
動
が
、
判
例
法
理
に
対
す
る

コ
ミ
ッ
ト
指
標
に
よ
っ
て
説
明
で
き
よ
う
。

第
二
節　

先
例
拘
束
モ
デ
ル

　
　
（
一
）
歴
史
的
制
度
主
義
に
お
け
る
「
超
越
的
判
例
」
論

　

多
く
の
事
例
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
事
件
を
判
断
す
る
際
に
、
関
連
す
る
先
例
を
直
接
的
に
引
用
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
こ
で

の
解
釈
に
際
し
て
、
実
際
に
は
、
①
先
例
を
公
式
に
破
棄
す
る
こ
と
な
く
そ
の
射
程
を
限
定
し
た
り
、
②
前
提
と
な
る
事
実
の
差
異
を

根
拠
と
し
て
ほ
ぼ
同
一
の
事
例
に
つ
い
て
も
異
な
っ
た
判
断
を
示
す
こ
と
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
ガ
ー
ハ
ー
ト

は
、
歴
史
的
制
度
主
義
の
立
場
か
ら
連
邦
最
高
裁
判
例
の
中
で
も
特
定
の
判
例
を
、
と
り
わ
け
強
い
先
例
拘
束
性
を
事
実
上
有
す
る

「
超
越
的
判
例
」
と
し
て
区
分
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

　

ガ
ー
ハ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
連
邦
最
高
裁
判
事
は
、
経
験
、
教
育
、
及
び
職
業
上
の
気
質
か
ら
、
自
ら
が
先
例
を
無
視
し
て
判
断
を
成

し
得
る
立
場
に
は
な
い
と
自
覚
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
か
ら
読
み
取
れ
る
と
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
判
事
ら
は
、
自

身
が
支
持
す
る
先
例
に
対
し
て
、
同
僚
の
判
事
か
ら
同
様
に
無
視
さ
れ
る
の
を
警
戒
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
自
ら
が
異
議
を
述
べ
る
先
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例
を
慎
重
に
選
別
す
る
為
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
連
邦
最
高
裁
判
例
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
、
連
邦
最
高
裁
又
は
他
の
政
治
部
門
に
よ

る
頻
繁
な
肯
定
的
引
用
の
為
に
、
そ
の
意
義
及
び
価
値
が
ア
メ
リ
カ
の
法
文
化
に
深
く
根
付
く
よ
う
に
な
り
、
実
質
的
に
破
棄
さ
れ
る

恐
れ
が
ほ
ぼ
無
く
な
っ
た
幾
つ
か
の
先
例
を
、
ガ
ー
ハ
ー
ト
は
「
超
越
的
判
例
」
と
定
義
し
て
い
る
。

　

通
常
の
判
例
と
こ
う
し
た
「
超
越
的
判
例
」
を
区
分
す
る
上
で
の
主
要
素
と
な
る
の
は
、
と
り
わ
け
社
会
の
多
方
面
に
対
す
る
「
網

羅
的
な
影
響
（netw

ork effect

）」
の
有
無
で
あ
る
。
例
え
ば
、
捜
索
及
び
押
収
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
ミ
ラ
ン
ダ
警
告
（M

iranda 

w
arning

）」
を
確
立
し
た
ミ
ラ
ン
ダ
判
決
に
つ
い
て
見
る
と
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
批
判
を
受
け
て
き
て
お
り
、
後
の
連
邦
最
高
裁
判
決

に
お
い
て
も
そ
の
射
程
が
徐
々
に
限
定
さ
れ
て
き
て
い
る
。
だ
が
、
同
判
決
は
、
後
の
デ
ィ
ッ
カ
ー
ソ
ン
判
決
に
お
い
て
そ
の
中
核
的

意
義
が
再
確
認
さ
れ
、
か
つ
、
政
治
指
導
者
及
び
世
論
か
ら
も
広
く
支
持
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
合
衆
国
の
文
化
及
び
法
に
お

い
て
「
象
徴
的
地
位
（sym

bolic position

）」
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
（
二
）「
超
越
的
判
例
」
に
お
け
る
具
体
的
区
分

　

ガ
ー
ハ
ー
ト
の
区
分
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
超
越
的
判
例
」
は
大
き
く
分
け
て
、（
ａ
）
司
法
権
に
関
す
る
制
度
的
慣
習
の
基
礎

を
確
立
し
た
連
邦
最
高
裁
判
例
の
う
ち
、
長
期
に
わ
た
っ
て
支
持
さ
れ
て
き
た
も
の
、（
ｂ
）
基
礎
的
な
原
理
を
確
立
し
た
連
邦
最
高

裁
判
例
の
う
ち
、
憲
法
的
争
点
に
対
す
る
範
疇
、
枠
組
、
区
分
、
種
類
に
関
連
し
て
連
邦
最
高
裁
及
び
他
の
政
治
部
門
か
ら
永
続
的
に

認
め
ら
れ
て
き
た
も
の
、
及
び
（
ｃ
）（
憲
法
上
の
権
利
に
関
す
る
）「
基
底
的
判
決
（foundational decisions

）」
の
三
つ
に
分
類

さ
れ
る
。

　

ま
ず
、（
ａ
）
に
つ
い
て
は
、
①
憲
法
の
実
現
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
司
法
及
び
社
会
に
お
い
て
広
く
承
認
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、

②
司
法
審
査
に
関
わ
る
判
例
に
区
分
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
②
の
司
法
審
査
に
関
わ
る
「
超
越
的
判
例
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、

ま
ず
、
連
邦
最
高
裁
の
司
法
審
査
権
を
判
例
上
認
め
た
マ
ー
ベ
リ
判
決
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
マ
ー
ベ
リ
判
決
を
連
邦
法
に
対
す
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る
司
法
審
査
権
行
使
を
権
威
づ
け
る
先
例
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
判
決
中
に
お
い
て
引
用
し
、
か
つ
こ
れ
に
依
拠
し
て
き
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
マ
ー
ベ
リ
判
決
は
、
合
衆
国
の
政
治
文
化
に
お
い
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
伝
説
的
判
決
と
な
っ
て
き
た
と
言
え
よ

う
。
同
様
に
、
司
法
審
査
権
の
範
囲
を
州
法
に
ま
で
拡
大
し
た
マ
ー
テ
ィ
ン
判
決
も
「
超
越
的
判
例
」
に
含
ま
れ
る
。
と
い
う
の
も
、

確
か
に
、
同
判
決
は
マ
ー
ベ
リ
判
決
と
は
異
な
り
、
合
衆
国
に
お
い
て
広
く
人
口
に
膾
炙
し
た
判
決
と
は
言
い
難
い
が
、
憲
法
及
び
連

邦
法
違
反
の
疑
い
が
あ
る
州
の
行
為
に
対
し
て
、
広
く
連
邦
最
高
裁
の
司
法
審
査
が
及
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
は
一
般
的
に
も
広
く
受
け
入

れ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

次
に
、（
ｂ
）
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
①
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
四
条
一
項
に
よ
っ
て
州
に
対
す
る
適
用
が
編
入
さ
れ
て

き
た
権
利
に
関
す
る
諸
判
例
で
あ
る
。
例
え
ば
、
保
守
派
の
ト
ー
マ
ス
判
事
は
、
修
正
第
一
条
に
お
け
る
国
教
樹
立
禁
止
条
項
を
デ

ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
へ
編
入
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
他
の
保
守
派
の
判
事
の
支
持
す
ら
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
そ
し
て
、
②
政
治
問
題
の
法
理
に
関
す
る
先
例
に
つ
い
て
も
、
も
と
も
と
、
司
法
審
査
が
及
ぶ
法
的
問
題
と
他
の
政
治
部
門
に
敬

譲
す
べ
き
政
治
問
題
と
の
区
分
は
、
マ
ー
ベ
リ
判
決
に
起
源
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
後
の
ル
ー
サ
ー
判
決
に
お
い
て
、

共
和
政
体
保
障
条
項
に
関
す
る
判
断
に
つ
い
て
も
、
司
法
審
査
に
な
じ
ま
な
い
性
質
に
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
加
え
て
、
ベ
ー

カ
ー
判
決
に
お
い
て
は
政
治
問
題
の
法
理
を
確
立
す
る
上
で
の
幾
つ
か
の
思
慮
深
い
判
断
基
準
が
明
確
に
提
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し

た
判
例
法
理
の
発
展
経
緯
を
踏
ま
え
れ
ば
、
マ
ー
ベ
リ
判
決
は
「
超
越
的
判
例
」
の
一
つ
と
見
な
し
う
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、（
ｃ
）
に
つ
い
て
見
る
と
、
そ
れ
ら
は
、
ガ
ー
ハ
ー
ト
に
よ
れ
ば
以
下
の
五
条
件
に
該
当
す
る
判
決
群
で
あ
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
る
。
第
一
の
条
件
は
、
一
定
期
間
経
過
の
後
に
「
永
続
的
評
価
」
を
得
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
公
的
機
関
の
支
持
の

下
で
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
第
三
に
、
特
定
の
憲
法
領
域
に
お
い
て
「
法
理
的
な
進
展
（developm

ent of 

doctrine

）」
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
四
に
、
広
範
な
「
社
会
に
お
け
る
黙
諾
（social acquiescence

）」
が
存
在
す
る
こ
と
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で
あ
り
、
第
五
に
、
司
法
部
門
に
よ
っ
て
も
確
固
と
し
た
定
着
が
広
く
承
認
さ
れ
、
判
例
法
理
の
存
在
を
再
確
認
す
る
上
で
裁
判
所
に

お
け
る
資
源
消
耗
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

と
り
わ
け
、
こ
こ
で
「
超
越
的
判
例
」
か
否
か
の
判
断
に
あ
た
っ
て
ガ
ー
ハ
ー
ト
が
重
視
す
る
の
が
、
連
邦
最
高
裁
判
事
候
補
の
指

名
に
際
し
て
、
そ
れ
ら
の
諸
判
例
が
連
邦
議
会
上
院
に
お
け
る
承
認
手
続
の
際
に
公
聴
会
で
果
た
す
役
割
で
あ
る
。
こ
う
し
た
条
件
に

合
致
す
る
「
適
例
（case in point

）」
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
同
判
決
に
基
づ

い
て
系
統
的
に
各
州
に
お
け
る
人
種
分
離
政
策
を
無
効
と
判
断
し
て
き
た
が
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
同
判
決
は
、
上
院
公
聴
会
に
お

い
て
そ
の
支
持
を
候
補
者
に
宣
明
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
あ
る
種
の
「
儀
礼
的
役
割
（pro form

a

）」
を
果
た
し
て
き
た
。
例
え
ば
、

コ
ロ
ン
ビ
ア
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
の
判
事
で
あ
っ
た
ボ
ー
ク
（Robert Bork

）
の
連
邦
最
高
裁
判
事
へ
の
指
名
が
上
院
に
お
い

て
拒
否
さ
れ
た
の
は
、
彼
が
同
判
決
に
対
し
て
露
骨
な
批
判
を
行
っ
た
為
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
対
し
て
、
上
院
で
の
指
名
承
認

が
認
め
ら
れ
た
ト
ー
マ
ス
判
事
の
場
合
は
、
同
判
決
に
対
す
る
あ
る
程
度
の
不
快
感
を
表
明
し
て
い
た
も
の
の
、
就
任
後
の
具
体
的
な

対
応
に
つ
い
て
は
言
明
を
避
け
て
い
た
為
に
、
彼
の
そ
う
し
た
態
度
は
承
認
手
続
に
は
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
同
じ
く
指
名
承
認
を
受
け
た
ロ
バ
ー
ツ
長
官
や
ア
リ
ー
ト
判
事
に
至
っ
て
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
な
ど
の
ア
メ
リ
カ
の
政
治
文
化
及

び
憲
法
に
深
く
根
付
い
た
画
期
的
判
決
に
対
し
て
は
、
自
ら
忠
誠
を
誓
う
旨
を
承
認
手
続
に
お
い
て
明
確
に
宣
言
し
て
い
た
。

　

ま
た
、
夫
婦
間
で
の
避
妊
具
使
用
を
禁
止
し
た
州
法
が
憲
法
上
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
に
当
た
る
と
判
示
し
た
グ
リ
ス
ウ
ォ
ル
ド
判

決
も
、
連
邦
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
持
続
的
、
拡
張
的
、
支
持
的
に
引
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
、
そ
の
意
義
及
び
価
値
を
後
退
し
得
な

い
段
階
ま
で
増
幅
さ
せ
て
き
た
「
超
越
的
判
例
」
と
見
な
し
う
る
。
と
い
う
の
も
、
同
判
決
に
お
い
て
も
、
指
名
候
補
に
と
っ
て
そ
の

支
持
が
指
名
の
前
提
条
件
で
あ
る
と
過
去
二
〇
年
に
わ
た
り
理
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
前
述
の

ボ
ー
ク
判
事
に
対
す
る
上
院
の
承
認
拒
否
は
、
彼
が
グ
リ
ス
ウ
ォ
ル
ド
判
決
が
誤
っ
た
判
断
で
あ
る
と
述
べ
た
こ
と
で
、
先
例
に
対
す
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る
相
応
の
敬
意
を
欠
い
て
い
る
と
の
印
象
を
与
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ロ
バ
ー
ツ
長
官
が
指
名

承
認
を
得
た
際
に
は
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
言
及
は
避
け
た
も
の
の
、
家
族
間
に
お
け
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
認
め
た
判

断
と
し
て
同
判
決
の
先
例
と
し
て
の
意
義
を
認
め
て
い
た
。
ま
た
同
様
に
、
女
性
の
妊
娠
中
絶
権
を
憲
法
上
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
と
初

め
て
判
示
し
た
ロ
ー
判
決
も
、
ケ
ー
シ
ー
判
決
等
に
よ
っ
て
再
確
認
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
国
民
の
多
数
の
支
持
を
得
て
き
た
こ
と
か
ら
、

同
じ
く
「
超
越
的
判
例
」
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
三
節　

各
モ
デ
ル
に
対
す
る
検
討

　

本
節
で
は
最
初
に
、
第
一
章
で
取
り
上
げ
た
、
態
度
モ
デ
ル
、
戦
略
行
動
モ
デ
ル
及
び
権
力
分
立
モ
デ
ル
に
対
す
る
評
価
を
試
み
た

い
。
ま
ず
、
態
度
モ
デ
ル
と
戦
略
行
動
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
各
裁
判
官
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
態
度
と
裁
判
所
内
部
に
お
け
る
多
数
派

形
成
を
目
的
と
し
た
判
事
間
で
の
戦
略
的
行
動
に
よ
る
広
範
な
影
響
が
全
体
的
傾
向
と
し
て
見
ら
れ
た
。
な
か
で
も
、
態
度
モ
デ
ル
に

つ
い
て
は
、
連
邦
最
高
裁
判
決
に
影
響
を
与
え
る
全
て
の
要
因
に
お
い
て
最
も
重
要
な
要
素
は
各
判
事
の
政
治
的
選
好
で
あ
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
連
邦
最
高
裁
の
人
的
構
成
が
判
断
に
対
し
て
最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
の
結
論
が
導
出
さ
れ
よ
う
。

次
に
、
戦
略
行
動
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
一
定
の
状
況
の
下
で
、
他
の
判
事
に
よ
る
支
持
を
得
る
為
に
必
ず
し
も
自
身
の
政
治
選
好
を

反
映
し
て
い
な
い
見
解
を
判
事
が
採
用
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　

加
え
て
、
権
力
分
立
モ
デ
ル
に
関
し
て
は
、
①
判
事
個
人
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
選
好
は
、
大
統
領
や
上
院
に
お
け
る
党
派
性
に
起
因

す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
、
②
任
命
以
降
の
判
決
傾
向
は
、
下
院
に
お
け
る
党
派
性
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
、

権
力
分
立
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
レ
ー
ン
キ
ス
ト
・
コ
ー
ト
期
に
お
け
る
連
邦
最
高
裁
の
態
度
変
容
に
関
し
て
、
連
邦
下
院
に
よ
る
圧

力
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
た
。
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ま
た
、
第
二
章
に
お
け
る
法
的
拘
束
モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
憲
法
領
域
に
お
け
る
連
邦
最
高
裁
の
判
断
に
お
い
て
、
自
ら
の

党
派
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く
判
例
法
理
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
基
づ
く
動
向
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
ず
、
統
計
分
析
モ
デ
ル
に
お

い
て
は
、
と
り
わ
け
言
論
の
自
由
、
平
等
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
い
っ
た
特
定
領
域
に
お
い
て
画
期
と
さ
れ
た
判
断
に
つ
い
て
、
各
判
事

の
間
で
党
派
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
超
え
た
広
範
な
合
意
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
統
計
的
に
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
連
邦
最
高
裁

判
事
に
よ
る
判
例
法
理
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
説
明
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
次
に
取
り
上
げ
た
の
が
、
先
例
拘
束
モ
デ
ル
で
あ
る
。

同
モ
デ
ル
に
関
し
て
は
、
ガ
ー
ハ
ー
ト
の
「
超
越
的
判
例
」
論
に
基
づ
い
て
、
判
例
法
理
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
、
上
院
公
聴
会
に

お
け
る
聴
聞
手
続
等
の
外
在
的
プ
ロ
セ
ス
か
ら
説
明
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
司
法
政
治
学
に
対
す
る
一
連
の
検
討
か
ら
は
、
連
邦
最
高
裁
の
憲
法
判
断
に
お
け
る
判
断
動
機
に
対
し
て
如

何
な
る
示
唆
を
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
以
上
の
考
察
に
よ
る
と
、
各
判
事
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
選
好
（
態
度
モ
デ
ル
）、

多
数
派
形
成
へ
の
妥
協
（
戦
略
行
動
モ
デ
ル
）
あ
る
い
は
他
の
政
治
部
門
に
よ
る
圧
力
（
権
力
分
立
モ
デ
ル
）
に
基
づ
い
て
裁
判
官
の

行
動
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
見
方
に
対
し
て
、
連
邦
最
高
裁
の
憲
法
判
断
に
お
い
て
政
治
か
ら
中
立
な
「
法
原
理
」
に
対
す
る
コ
ミ
ッ

ト
メ
ン
ト
を
計
量
分
析
や
判
事
の
任
命
プ
ロ
セ
ス
の
検
討
を
通
じ
て
実
証
的
に
見
出
そ
う
と
す
る
近
年
の
ア
メ
リ
カ
司
法
行
動
論
の
傾

向
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
か
ら
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
戦
略
及
び
外
的
圧
力
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く

既
に
特
定
の
憲
法
判
例
が
定
着
し
た
の
が
如
何
な
る
領
域
で
あ
る
か
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
判
例
の
形
成
過
程
に
お

け
る
政
治
的
背
景
を
検
討
し
て
い
く
必
要
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

お 

わ 

り 

に

　

こ
れ
ま
で
本
稿
に
お
い
て
検
討
し
て
き
た
問
い
の
前
提
に
あ
る
の
は
、「
裁
判
官
た
ち
を
取
り
巻
く
政
治
力
学
を
憲
法
理
論
と
し
て
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ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
い
う
近
年
の
ア
メ
リ
カ
憲
法
理
論
の
課
題
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
理
論
研
究

に
お
け
る
こ
う
し
た
問
い
に
取
り
組
む
前
提
と
し
て
、
裁
判
官
に
よ
る
解
釈
が
、
政
治
的
動
機
づ
け
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
抑
制
さ
れ
て

い
る
か
を
実
証
的
に
検
討
し
た
上
で
、
憲
法
判
例
を
は
じ
め
と
す
る
憲
法
規
範
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
拘
束
さ
れ
う
る
の
か
を
見
て
い
く

必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
為
に
は
、
政
治
過
程
に
よ
る
直
接
的
及
び
間
接
的
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
が
い

か
に
し
て
憲
法
規
範
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
維
持
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
よ
う
。
本
稿
に
お
け
る
こ
れ

ま
で
の
考
察
は
、
そ
う
し
た
点
を
司
法
政
治
学
に
お
け
る
様
々
な
立
場
の
実
証
研
究
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ

た
。
も
っ
と
も
、
上
記
の
検
討
か
ら
は
、
具
体
的
に
そ
う
し
た
政
治
的
制
約
と
法
的
制
約
の
境
界
を
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

点
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
の
憲
法
判
断
が
実
際
に
は
双
方
を
起
因
と
し
た
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
よ
っ
て
規
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
の
一
端
は
、
明
確
に
示
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
さ
さ
や
か
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
今
後
の
研
究
へ
の
示
唆
に
つ
い
て
も
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
か
ね
て
よ
り
、
佐
藤
幸
治

は
、
裁
判
所
を
非
政
治
的
か
つ
非
権
力
的
に
法
の
客
観
的
意
味
を
探
求
し
た
上
で
、
諸
紛
争
に
そ
れ
を
適
用
す
る
こ
と
で
法
秩
序
の
貫

徹
を
図
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
た
機
関
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
佐
藤
に
よ
れ
ば
、
司
法
権
は
他
の
政
治
部
門
及
び
一
般

世
論
に
よ
る
圧
力
を
排
し
、「
人
で
は
な
く
法
に
よ
る
統
治
」
の
実
現
を
任
務
と
す
る
法
原
理
機
関
と
し
て
、
他
の
政
治
部
門
と
は
一

線
を
画
し
た
役
割
を
果
た
す
べ
き
存
在
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
文
脈
に
照
ら
す
と
、
わ
が
国
の
議
論
に
対
し
て
本
稿
に
お
け

る
検
討
が
与
え
う
る
示
唆
に
つ
い
て
も
、
考
察
を
進
め
て
い
く
必
要
が
窺
わ
れ
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
当
然
な
が
ら
、
わ
が
国
の
大
陸
法

的
な
制
定
法
主
義
と
英
米
の
判
例
法
主
義
と
の
差
異
等
も
含
め
て
様
々
な
障
壁
が
想
定
さ
れ
る
が
、
わ
が
国
の
最
高
裁
に
お
け
る
憲
法

判
断
に
つ
い
て
も
、
そ
う
し
た
裁
判
所
に
お
け
る
「
法
」
と
「
政
治
」
の
相
剋
か
ら
展
開
さ
れ
る
司
法
に
お
け
る
力
学
的
要
素
へ
の
問

い
は
興
味
深
い
。
言
い
か
え
れ
ば
、
わ
が
国
の
最
高
裁
に
対
し
て
も
、
そ
れ
が
如
何
な
る
範
囲
及
び
程
度
に
お
い
て
、
政
治
的
影
響
か
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ら
中
立
な
「
法
原
理
部
門
」
た
り
う
る
の
か
を
実
証
的
見
地
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
紙
幅

の
関
係
か
ら
も
、
そ
の
具
体
的
な
分
析
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
す
こ
と
に
し
た
い
。

拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
憲
法
理
論
に
お
け
る
『
法
』
と
『
政
治
』
の
相
剋
」
阪
法
六
三
巻
二
号
一
九
三
頁
（
二
〇
一
三
年
）
参
照
。
な
お
、
本

稿
が
想
定
し
て
い
る
「
憲
法
理
論
」
と
は
、
憲
法
解
釈
に
お
け
る
あ
る
べ
き
規
範
理
論
を
純
粋
に
探
究
し
よ
う
と
す
る
従
来
の
「（
純
法
理

的
）
憲
法
理
論
」
で
は
な
く
、
裁
判
官
の
判
断
に
お
け
る
法
以
外
の
政
治
的
動
機
付
け
等
を
考
慮
し
つ
つ
、
な
お
展
開
が
可
能
な
「（
現
実

的
）
憲
法
理
論
」
を
指
し
て
い
る
。

他
方
で
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
ア
メ
リ
カ
の
司
法
政
治
学
に
関
す
る
検
討
が
既
に
な
さ
れ
て
い
る
。
主
な
も
の
と
し
て
、
見
平
典
『
違
憲

審
査
制
を
め
ぐ
る
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）、
大
沢
秀
介
『
司
法
に
よ
る
憲
法
価
値
の
実
現
』
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五
─
一
二
四
頁
（
有
斐
閣
、

二
〇
一
一
年
）
及
び
中
谷
実
『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
司
法
積
極
主
義
と
消
極
主
義
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律
文
化
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、
一
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八
七
年
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参
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。
本
稿
も
ま
た
当
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が
ら
、
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行
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に
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拠
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い
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こ
と
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予
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お
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て
お
き
た
い
。

劉
武
政
は
、
司
法
行
動
分
析
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、
裁
判
官
の
法
へ
の
忠
誠
に
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づ
く
判
断
と
し
て
の
「
内
在
主
義
」
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、
司
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判
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る
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的
な
政

治
勢
力
の
反
映
と
し
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の
「
外
在
主
義
」
に
区
分
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
双
方
の
立
場
と
も
司
法
判
断
の
一
側
面
し
か
記
述
し
て
お
ら
ず
、

プ
ロ
セ
ス
を
完
全
に
把
握
す
る
た
め
に
は
そ
の
差
異
を
統
合
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
劉
武
政
「
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
の
決

定
作
成
を
め
ぐ
る
内
在
主
義
と
外
在
主
義
の
論
争
（
一
）」
論
叢
一
六
八
巻
五
号
六
九-

七
〇
頁
（
二
〇
一
一
年
）
参
照
。

See, L
a

w
ren

ce B
a

u
m, T

h
e S

u
prem

e C
o

u
rt 114-48 (11th ed., 2012).

See, J effrey A
. S

ega
l &

 H
a

ro
ld J. S

pa
et

h, T
h

e S
u

prem
e C

o
u

rt a
n

d t
h

e A
t

t
it

u
d

in
a

l M
o

d
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ev
isit

ed 94-100 (2002).
B
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u

m, supra note 4, at 179.
See, L

ee E
pst

ein &
 Ja

ck K
n

igh
t, T

h
e C
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o

ices Ju
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ices M
a
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e 9-12 (1998).

S
ega

l &
 S

pa
et

h, supra note 5, at 110.
Id. at 80-83. 

こ
れ
ら
の
事
例
と
し
て
彼
ら
が
提
示
す
る
の
が
、
妊
娠
中
絶
を
め
ぐ
る
連
邦
最
高
裁
の
先
例
に
対
す
る
態
度
の
変
遷
で
あ

る
。
例
え
ば
、
ロ
ー
判
決
で
は
、
妊
娠
期
に
お
け
る
最
初
の
三
分
の
一
期
間
に
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い
て
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、
母
胎
及
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児
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目
的
を
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っ
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て
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娠
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れ
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さ
れ
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。
し
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し
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の
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ェ
ブ
ス
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、
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判
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で
は
、
ロ
ー
判
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の
先
例
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束
性
を
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し
つ
つ
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に
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前
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で
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三
分
割
期
間
に
よ
る
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組
を
否
定
し
、
後
者
で
は
中
絶
権
を
認
め
る
に
当
た
り
「
不

当
な
負
担
（undue burden

）」
基
準
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
実
質
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な
修
正
を
行
っ
て
い
る
。Roe v. W

ade, 410 U
.S. 113 (1973), 　
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。
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デ
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概
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S
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〇
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S
ega
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h
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Id. at 7-9. 

ま
た
、
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判
決
の
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な
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討
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つ
い
て
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塚
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別
司
法
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査
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頁
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照
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ソ
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独
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て
い
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。
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独
立
し
て
運
用
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
い
と
述
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点
に
関
し
て
、
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判
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み
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う
な
実
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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お
い
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運
転
免
許
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ga

n, ed
s., P

u
blic O

pin
io

n a
n

d C
o

n
st

it
u

t
io

n
a

l C
o

n
t

ro
v

ersy 5-10 
(2008).See, H

ervert M
. K

ritzer &
 M

ark J. Richards, Jurisprudential R
egim

es and E
stablishm

ent Clause Cases, 37 L
a

w &
 

S
o

cʼy R
ev. 827, 838-840 (2003).

See, T
h

o
m

a
s M

. K
eck, T

h
e M

o
st A

ct
iv

ist S
u

prem
e C

o
u

rt in H
ist

o
ry: T

h
e R

o
a

d t
o M

o
d

ern Ju
d

icia
l C

o
n

serv
a

t
ism 

10-13 (2003).

（
44
）

（
45
）

（
46
）

（
47
）

（
48
）

（
49
）

（
50
）

（
51
）

（
52
）

（
53
）

（
54
）

（
55
）

（
56
）

（
57
）



アメリカ連邦最高裁における「法」と「政治」の相剋

（阪大法学）64（2-125）　441 〔2014. 7 〕

M
cConnell v. FEC, 540 U
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さ
れ
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収
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受
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鎖
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こ
の
点
に
関
し
て
は
、
武
田
芳
樹
「
衆
議
と
戦
略
─
裁
判
官
た
ち
を
制
約
す
る
も
の
は
何
か
─
」
山
院
ロ
ー
八
号
一
三
八
─
四
七
頁
（
二

〇
一
三
年
）
参
照
。

実
際
に
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
任
命
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
、
事
前
に
、
内
閣
官
房
長
官
が
、
最
高
裁
事
務
総
長
と
候
補
者
選
定
の

「
交
渉
」
を
行
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。
参
照
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
Ｓ
・
ロ
ー
（
西
川
伸
一
訳
）『
日
本
の
最
高
裁
を
解
剖
す
る
』
八
頁
（
現
代

人
文
社
、
二
〇
一
三
年
）。

佐
藤
幸
治
『
日
本
国
憲
法
論
』
五
七
五
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）。

わ
が
国
の
司
法
政
治
学
に
お
い
て
は
、
か
ね
て
か
ら
、
内
閣
に
よ
る
最
高
裁
人
事
へ
の
介
入
に
よ
っ
て
、
内
閣
に
よ
る
統
制
が
行
わ
れ
て

い
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
制
度
上
も
、
憲
法
上
の
権
限
に
お
い
て
、
内
閣
は
、
最
高
裁
長
官
の
指
名
権
（
憲
法
第

六
条
二
項
）、
長
官
以
外
の
最
高
裁
裁
判
官
の
任
命
権
（
同
第
七
九
条
一
項
）、
及
び
「
最
高
裁
判
所
の
指
名
し
た
者
の
名
簿
」
に
基
づ
く
下
級

裁
裁
判
官
の
任
命
権
（
同
第
八
〇
条
一
項
）
を
通
じ
て
裁
判
官
人
事
に
干
渉
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
参
照
、
西
川
伸
一
『
日
本
司
法
の
逆

説
』
一
二
三-

二
八
頁
（
五
月
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）。
ま
た
、
こ
う
し
た
内
閣
に
よ
る
圧
力
を
受
け
た
司
法
権
内
部
に
お
け
る
官
僚
的
統
制
に

つ
い
て
は
、
新
藤
宗
幸
『
司
法
官
僚
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
九
年
）
及
び
、
真
渕
勝
『
官
僚
』
一
三
六-

五
〇
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇

一
〇
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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